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太
塵
国
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大
臣

一
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国
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大
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川
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国
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大
臣
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高
村
国
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大
臣
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関
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大
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国
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烈
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鎮
″

ｊ

ａ

ｆ

９

ｊ

Ｊ

柳
沢
国
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大
臣
〃
峰
阿
一

内
閣
総
理
大
臣

崖

内
閣
富
房
長
官
蓬

典

内
閣
官
房
副
長
官

一

ｌ

沙
ン

幅

内
閣
参
事
官
《

卸
嚥
蝿

，
■
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吟

人
閣
議
第
二
○
四
号

起案

平
座
一
年
八
月
二
三
日

裁
可

平
成
年
・
月
日

平
成
年
月
日

上
奏

平
成
年
月
日
施
行

一

平
成
二
年
、
生
月
一
一
四
日

決
定

平
成
十
Ｌ

年

ハ
月
二

害
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１

１
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１
Ｉ

願
に
依
り
本
官
を
免
ず
る

内
閣
法
制
局
長
官
大
森
政

輔

屯
〆。

、

１
１

安
全
保
障
会
議
幹
事
に
任
命
す
る
Ｉ

（

外
務
事
務
次
官
川
島
Ｉ

裕
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口
◆
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子
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〈

人降

平成

閣 議第 号

年 月 日

衆議院議長 宗一郎

｜…勘」_． fIFI
十朗参議院議長

内閣総理大臣 小渕 恵 三

通 知

下記のとおり発令いたしました。

記

津 野 修

内閣法制局長官に任命する

内閣法制局長官 大 森政 輔

願に依り本官を免ずる

(以上8月24日付）

ｌ
、
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口
二

四
九
四
六
四
五
四
四
四

三
巳

四

一
一

二

七

一
二
一
ハ

一
ニ
ー
ハ

昭
和
三
七
年

七 四 三 七 七 七 四 九 九 二 月

▲

七
今

一

一一 一▲

一
ハ
一

d■■ ▲

○
血

▲

一
一

九
▲

日

大
蔵
省
主
計
局
主
計
官
補
佐
（
防
衛
第
一
係
主
査
…

日
本
貿
易
振
興
会
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
メ
ッ
セ
現
地
事
務
局
長
代
理

同
国
有
財
産
総
括
課
課
長
補
佐

同

課
長
補
佐

大
蔵
省
理
財
局
国
有
財
産
第
二
課
課
長
補
佐

心
得

国
税
庁
行
橋
税
務
署
長

大
蔵
省
採
用

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

■
も

●
色
●

国
家
公
務
員
上
級
職
（
甲
種
・
法
律
）
試
験
合
格

京

都
大
学
法
学
部
卒
業

●
寺
履
歴

事
項
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成
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一
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一
一
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一
｛
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▲
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八
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五 ▲

▲
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丙

一
一
一
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一
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○

一
一

/、 四 日

● 巾 一 ◆

内
閣
法
制
次
長

同

第
一
部
長

同

第
三
部
長

内
閣
法
制
局
総
務
主
幹

■
●

同
福
岡
財
務
支
局
長

大
蔵
省
主
税
局
税
制
第
三
課
長

内
閣
法
制
局
参
事
官
（
第
三
部
）

大
蔵
省
主
計
局
主
計
官
補
佐
（
防
衛
第
一
係
主
査
）

国
税
庁
長
官
官
房
総
務
課
課
長
補
佐

履

歴

事

項
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略 歴 書

おお もり まき すけ

大森政輔

昭和1 2年5月1 1日生

出身地 兵庫県

昭和34． 10. 10

35． 3．

35． 4． 1

37． 4. 10

47． 4． 10

53． 4． 1

司法試験第2次試験合格

京都大学法学部卒業

司法修習生

判事補（京都地方裁判所判事補）

判事（岡山地方裁判所判事)

検事（東京地方検察庁検事〉、

法務省民事局第二課長

法務省民事局参事官

内閣法制局総務主幹

内閣法制局第二部長

内閣法制局第一部長

内閣法制次長

内閣法制局長官

〃

57． 4． 1

58． ll. 1

60． 11． 19

平成元． 8． 18

4. 12. 18

8． 1‘ 11

内閣法制局



ﾏ定昌）

閣安危第2 3 0号

平成1 1年8月1 9B

内閣総理大臣殿

鶴内閣官房内閣安全保障・危機管理室

安全保障会議幹事の発令について（上申）

標記について、下記のとおり発令願います。

＝

記

外務事務次官 川島 裕

安全保障会議幹事に任命する



歴略

ゆたか

． 裕
7年ざ月星日生

しま

島
昭和／

かわ

川

外務公務員採用上級試験合格

東京大学法学部第二類中退

外務省入省

在アメリカ合衆国日本国大使館参事官

アジア局南東アジア･第一課長

北米局北米第一課長

在達合王国日本国大使館 参事官

兼在ロンドン日本国総領事館総領事

大臣官房人事課長

大臣官房外務参事官兼アジア局

大臣官房審議官兼アジア局

兼北米局（免アジア局）

在大韓民国日本国大使館 公使

特命全権公使在大韓民国日本国大使館在勤

願に依り本官を免ずる

外務事務官 アジア局長

総合外交政策局長

特命全権大使 イスラエル国駐笥

願i二紋ソ本壱tえず"ろ
外諸事誘沢壱

昭和3＆ ツ

3．タ 3

学

ぶ＆ 7

ぷふ ／

さぷ ／

ろa ざ

6メ/O

≦＆ ／

平成 ・2, 2

3

3 ／
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〃
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■

第
四
条
課
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

２
議
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
‐
．

第
三
条
会
議
は
、
議
長
及
び
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
諭
員
で
組
織
す
る
。

３
前
二
項
に
定
め
る
場
合
の
ほ
か
、
会
議
は
、
副
防
に
関
す
る
重
要
事
項
及
び
重
大
緊
急
事
態
へ

の
対
処
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
き
、
必
要
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
重
大
緊
急
事
態
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
防
に
関
す
る
重
要
事
項
と
し
て

そ
の
対
処
措
置
に
つ
き
諮
る
べ
き
事
態
以
外
の
緊
急
窮
態
で
あ
っ
て
、
我
が
国
の
安
全
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
通
常
の
緊
急
率
態
対
処
体
制
に
よ
っ
て
は
適
切
に

対
処
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
態
を
い
う
‐
以
下
同
じ
．
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
重
大
緊
急
事
態
へ
の
対
処
措
邇
に
つ
い
て
会
議
に
諮
る
も
の
と
す

ヂ
ハ
〕
０

第
一
条
圃
防
に
関
す
る
重
要
事
項
及
び
虹
大
緊
急
頚
態
へ
の
対
処
に
関
す
る
重
要
蛎
項
を
審
議
す

る
機
関
と
し
て
、
内
閣
に
傘
安
全
保
障
会
議
（
以
下
『
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
’

〈
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
等
）

第
二
条
内
閣
織
理
大
臣
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
．
会
議
に
諮
ら
を
け
れ
ば
な
ら
な
い
’

一
国
防
の
基
本
方
針

二
防
衛
計
画
の
大
綱

三
前
号
の
計
画
に
関
連
す
る
産
業
等
の
調
整
計
画
の
大
綱

四
防
衛
出
動
の
可
否

五
そ
の
他
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
国
防
に
関
す
る
璽
要
事
項

へ

（
議
長
）

（
組
織
〉

（
設
置
）

第
一
条
函

安
全
保
障
会
議
設
澄
法

悪
一
叫
澪
環
遡



Ｄ
Ｊ

（
主
任
の
大
臣
）

第
十
条
会
議
に
係
る
班
項
に
つ
い
て
は
ゞ
内
閣
法
に
い
う
主
任
の
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す

つ
（
》
▲

第
九
条
会
筆

・
か
さ
ど
る
． 会
議

〈
識
事
）

第

八

条

今

（
事
務
）
会

２
諭
長
及
び
議
員
並
び
に
議
長
又
は
議
員
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
職
務
に
関
し
て
知
る
こ
と
の
で

き
た
秘
密
を
他
に
洞
ら
し
て
は
を
ら
な
い
。

（
関
係
国
務
大
臣
等
の
出
席
）

第
七
条
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
の
国
務
大
臣
、
統
合
幕
僚
会
議
議
長
そ

の
他
の
関
係
者
を
会
議
に
出
席
さ
せ
、
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
．

第

棄応七六五四三二
務経防・国内大外譽雰 ～〆 ＆玄 ff圏甲 七全． 画面 一.､→ ‐_．

経済

衛防

閣内

務外

議

第
五
条
議
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
．

一
内
閣
法
〈
昭
和
一
千
一
革
法
律
第
五
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
指
定
さ
れ
た

圃
務
大
臣

３
議
長
に
硬
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
議
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
次
条
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る

議
員
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
．

（
識
員
）
砿

企
画
庁
長
官

に
関
す
る
軍
務
は
、
内
閣
官
房
に
お
い
て
処
理
し
、
命
を
受
け
て
内
閣
審
調
官
が
っ

庁
長
官

議
の
調
事
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

官
房
長
官

の

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

大
臣

大
蔵
大
臣

長
及
び
議
員
は
《

ｒ

非
常
勤
と
す
る
．

議
長
が
会
議
の
誠
を
経
て
定
め
る
．

へ

グ

ー

寸



一

1 第
十
一
条

（
施
行
期
日
〉

（
委
任
規
定
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
一
白
か
ら
施
行
す
る
。

附
則 こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
譲
に
関
し
必
要
な
蕊
項
は
、
政
令
で
定
め
る
“

一

へ

抄
一

〆巳，

_,〕

炉

一戸一一

ｰ、



I

附
則
〈
抄
）

１
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
．

第
一
条
安
全
保
障
会
識
に
幹
率
十
人
以
内
を
置
く
．

２
幹
嘘
は
へ
棚
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
へ
内
閣
が
任
命
す
る
。

３
幹
事
は
、
安
全
保
障
会
読
の
所
挙
事
務
に
つ
い
て
、
議
長
及
び
議
員
を
袖
佐
す
る
。

４
幹
事
は
＃
非
常
勤
と
す
る
。

（
資
料
提
供
の
要
求
等
〉

第
二
条
議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
資
料
又
は
情

報
の
提
供
及
び
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
‐

内
閣
は
、

づ
き
、
こ
《

（
幹
事
）

第
一
条
圭 は
、
安
全
保
障
会
議
設
棚
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
．

安
全
保
障
会
識
設
置
法
施
行
令

蕊
漣
一
脚
趨
頚



受全征呆I璋会言毫 受全一イ早脛畜毎口

安全保障会議
Q

議
員
経
済
企
画
庁
長
官

塞
趣
巨
貝

議
員

議
員
内
閣
法
第
九
条
で
指
定
さ

れ
た
国
務
大
臣
（
副
総
理
）

議
員
外
務
大
・
臣

議
員
大
蔵
大
臣

議
員
内
閣
官
房
長
官

艤
堤
，
，
，
油
醍
澗
洞
細
川
潤
い
洲
ｕ
料

防
衛
庁
．
長
官

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

ー一一一~一画一一一一一一一一一4■■－－－~ーーｰ－4■■一一‐一一三一‐一二一
。 ’ ．

O

塞蕊壹蕊童！ 「扇雨毒内閣官房長官
幹事会

幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事
幹
事内閣安全保障

危機管理室長審議宮会議

室長・審議官併任審議官等
合同会議

§
危
機
管
理
第
１
班

一
当
審
議
｛

危
》
附
管
理

窓
舌
審
議
官

５

政
治
経
済
情
勢

一
当
審
宮

軍
事
担
当

総
務
担
当

情
‐
勢

Ｉ
議
官

国
防
議
官


